
公益財団法人沖縄県建設技術センター
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査料金規程

（趣旨）
第１条 この規程は、公益財団法人沖縄県建設技術センター（以下「センター」という。）

が別に定める「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程」（以下「業務規

程」という。）に基づき、センターが実施する低炭素建築物新築等計画に係る技術的

審査料金（以下「技術的審査料金」という。）について、必要な事項を定める。

（技術的審査料金）
第２条 業務規程第１２条第１項及び第２項に規定する料金の額は、次のとおりとする。

（１）一戸建ての住宅

33,000円

（２）共同住宅等の住戸部分

別表の１の住戸の戸数に応じた額

（３）共同住宅等の建築物全体（１棟ごと）

建築物全体の住戸の戸数に応じた別表の１に定める額に共用部分の床

面積に応じた別表の２に定める額を加算した額

（４）業務規程第６条に規定する計画の変更に係る技術的審査料金の額は、

別表の右欄に定める額とする。ただし、センターにおいて適合証が交付

されたもの限る。

（別途協議）

第３条 その他特別な事情により、上記の料金によらない場合は、別途センタ

ーと協議した額とする。

（附則）

この規程は、平成２５年８月１日より施行する。

この規程は、平成２６年４月１日より施行する。

この規程は、平成３１年４月１日より施行する。
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